
【庁内策定体制】

市    長
報　　告

市議会

答申

諮問
素案の公表
（HP、広報
誌）

意　　見
（アンケート、
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ）

意見交換会

提案・調整 意　　見

事務局
（こども福祉課）

公　　表

子育て関係者

・子育て関係団
体
・認可外保育所
・幼稚園等

市    民

多賀城市
子ども・子育て
支援施策
検討委員会

（庁内関係部署）
市 長 公 室
総　務　課
商工観光課
社会福祉課
健　康　課
教育総務課
学校教育課
生涯学習課

多賀城市

子ども・子育て会議

・学識経験者
・子育て関係事業
　従事者
・子育て支援団体
・子育て当事者
・労働機関代表者
・その他

多賀城市子ども・子育て支援施策検討体制

　本計画は、以下の体制により、子ども・子育て支援事業計画の策定に係るアンケート調査結果や
子育て関係者との意見交換会等を活用し、市民の意向を反映しながら、庁内関連部署の職員で構成
する「多賀城市子ども・子育て支援施策検討委員会」において調査・検討を行い、策定を進めるも
のとします。

資料７


